
１ （土地の表示）

所在 静岡市葵区桜町一丁目

地番 ９３６番４５

地目 宅地

地積 ５７．０６㎡

２ （土地の表示）

所在 静岡市葵区桜町一丁目

地番 １０３３番７７

地目 雑種地

地積 ４１㎡

３ （建物の表示）

所在 静岡市葵区桜町一丁目９３６番地４５、１０３３番地７７

家屋番号 ９３６番４５

種類 居宅

構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺２階建

床面積 １階　４１．４０㎡

２階　２４．８４㎡

以上登記簿による表示

別紙のとおり。ただし、図面は現況と異なる場合あり。

無

都市計画区域 市街化区域

用途地域 第二種中高層住居専用地域

建ぺい率 ％ 容積率 ％

防火指定

高度地区 最高限２種（１６ｍ）（最高高さ１６ｍ、北側斜線制限１０ｍ＋１：１．２５）

居住誘導区域（利便性の高い市街地形成区域）

　居住誘導区域（利便性の高い市街地形成地域）

　※本市では、「利便性の高い市街地形成区域」と称する。

建築基準法（日影規制）

　制限建築物：高さが１０ｍを超える建築物

　地盤面からの高さ：４．０ｍ

　１０ｍ以内の日影規制：４．０ｈ

　１０ｍ超の日影規制：２．５ｈ

屋外広告物特別規制地域

　第２種特別規制地域

有

都市ガス

前面道路配管　有

敷地内引込管　有

有

２００

処理供給施設
の状況

ガ　　　　ス

電　　　　気

下　水　道

公法上の規制

６０

―

上　水　道

その他法制限

円

円

８,９００,０００

９００,０００

売却区分番号 見積価額

駐車場の有無

財産の表示

８１０１
（最低入札価額）

公売保証金

間取り



西側　幅員約７．２ｍ舗装市道

平坦地

間口　約７．０ｍ　　奥行き　約１３．３ｍ

１ 登記簿上の建築年月日　昭和４８年８月１０日新築

２ 対象物件は所有者が居宅として使用している（令和８年３月２６日現在）。

３ 現状、当該土地は地番９３６番４５、１０３３番７７、９３６番４８及び１０３３番８１と一体

利用されているが、売却対象は財産の表示に記載した物件のみ。

その他物件内容については所有者に確認すること。

１ 対象物件は、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき一括換価の方法により公売

を行う。

２　隣地との境界は一部不明瞭である。

３ 接道状況、画地条件は公簿上の情報から算出したものであり、実測値ではない。

４ 対象物件３は隣地に越境している可能性がある。

５ 部屋Ｂ、Ｃの天井に水漏れ又は雨漏りの跡と思われるシミ、天井の剥離、修復跡

がある。その他、経年相応の摩滅、破損、老朽化が認められる。

６ 工作物の一部（塀等）は、隣地と一体の構造になっている。

７ 対象物件上に植栽されている樹木の枝等が接面道路及び西側隣地に越境している。

静岡市葵区桜町一丁目５番１６号

しずてつジャストライン「桜町団地」バス停から徒歩約２分　（約９０ｍ）

JR東海道本線「静岡駅」から徒歩約５３分（約４，２００ｍ）

消費税及び地方消費税については混在財産である。

公売は現状有姿により行うものであるため、次の一般事項を十分にご理解のうえ、公売

へご参加ください。

１ 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現状及び関係公簿等

を確認してください。

２ 静岡市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合に係る責任を負いません。

３ 不動産の直接の引渡しは行いません。したがって、占有者のある不動産について、

その引渡しや不動産内にある動産の取扱いなどは、すべて買受人の責任において

行うことになります。

４ 土地の境界については隣接地所有者と協議してください。

５ 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。

対象物件の最新情報、その他の物件情報は静岡市ホームページの公売情報をご確認ください。

接道状況

画地条件

問い合わせ先
　静岡市 財政局 税務部 滞納対策課　公売係

　電話　（０５４）２２１－１１１４

住居表示等

その他事項

地　　　勢

使用状況等

最寄駅等

特記事項

留意事項



８１０１

物  件  の  所  在  図

物  件  の  見　取　図　（ 土 地 ）

この地図は、静岡市地形図2,500分の１を複製したものです。



図面は職員が作成したイメージ図です。

８１０１

物  件  の  見　取　図　（　建　物　）

物  件  の  見　取　図　（　建　物　の　間　取　り　）

１階 ２階

玄関

トイレ

部屋Ａ

部屋Ｂ

ダイニングキッチン

収納 収納
洗面 浴室

ベランダ

部屋Ｃ 部屋Ｄ

収納収納



８１０１

物  件  の  写　真

※写真の線はおおむねの位置を示すものであり、境界を示すものではありません。

※写真の線はおおむねの位置を示すものであり、境界を示すものではありません。


